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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 3月 10日 (2005.3.10)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ゲ ー ト に 入 力 信 号 が 供 給 さ れ 、 電 流 通 路 の 一 端 に 負 荷 を 介 し て 電 源 が 供 給 さ れ 、 第 １ の
電 流 量 を 有 す る 第 １ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ と 、
　 ゲ ー ト に 前 記 入 力 信 号 が 供 給 さ れ 、 電 流 通 路 の 一 端 が 前 記 第 １ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の 電 流 通
路 の 一 端 に 接 続 さ れ 、 前 記 第 １ の 電 流 量 よ り 少 な い 電 流 量 を 有 す る 第 ２ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ と
、
　 ゲ ー ト に 前 記 入 力 信 号 が 供 給 さ れ 、 電 流 通 路 の 一 端 が 前 記 第 １ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の 電 流 通
路 の 一 端 に 接 続 さ れ 、 前 記 第 １ の 電 流 量 よ り 少 な い 第 ３ の 電 流 量 を 有 す る 第 ３ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ
Ｅ Ｔ と 、
　 コ レ ク タ が 前 記 第 １ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の ゲ ー ト に 接 続 さ れ 、 ベ ー ス に 前 記 第 ２ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ
Ｅ Ｔ を 流 れ る 電 流 に よ り 発 生 す る 電 圧 が 供 給 さ れ 、 初 期 電 源 投 入 時 に 前 記 第 １ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ
Ｅ Ｔ の ゲ ー ト 電 圧 を 制 御 す る 第 １ の ト ラ ン ジ ス タ と 、
　 コ レ ク タ が 前 記 第 １ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の ゲ ー ト に 接 続 さ れ 、 ベ ー ス に 前 記 第 ３ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ
Ｅ Ｔ を 流 れ る 電 流 に よ り 発 生 す る 電 圧 が 供 給 さ れ 、 前 記 負 荷 の 異 常 時 に 前 記 第 １ の Ｍ Ｏ Ｓ
Ｆ Ｅ Ｔ の ゲ ー ト 電 圧 を 制 御 す る 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ と 、
　 前 記 入 力 信 号 が 入 力 さ れ て か ら 一 定 時 間 、 前 記 第 ３ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ を 流 れ る 電 流 に よ り
発 生 す る 電 圧 が 前 記 第 ２ の ト ラ ン ジ ス タ に 供 給 さ れ る こ と を 遮 断 す る タ イ マ と
　 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 保 護 回 路 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 ２ 、 第 ３ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ は 前 記 第 １ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の セ ル 数 よ り 少 な い セ ル 数 に



よ り 構 成 さ れ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 半 導 体 保 護 回 路 。
【 請 求 項 ３ 】
　 ゲ ー ト に 入 力 信 号 が 供 給 さ れ 、 電 流 通 路 の 一 端 に 負 荷 を 介 し て 電 源 が 供 給 さ れ 、 第 １ の
電 流 量 を 有 す る 第 １ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ と 、
　 ゲ ー ト に 入 力 信 号 が 供 給 さ れ 、 電 流 通 路 の 一 端 に 前 記 第 １ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の 電 流 通 路 の
一 端 が 接 続 さ れ 、 前 記 第 １ の 電 流 量 よ り 少 な い 第 ２ の 電 流 量 を 有 す る 第 ２ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ
と 、
　 前 記 第 ２ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の 電 流 通 路 の 他 端 に 接 続 さ れ た 第 １ の 抵 抗 と 、
　 前 記 第 ２ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の 電 流 通 路 の 他 端 に 一 端 が 接 続 さ れ た 第 ２ の 抵 抗 と 、
　 前 記 電 源 電 圧 が 基 準 電 圧 以 上 の と き 第 １ の 論 理 レ ベ ル の 信 号 を 出 力 し 、 前 記 電 源 電 圧 が
前 記 基 準 電 圧 以 下 の と き 第 ２ の 論 理 レ ベ ル の 信 号 を 出 力 す る 比 較 回 路 と 、
　 前 記 入 力 信 号 が 供 給 さ れ 、 前 記 比 較 回 路 か ら 前 記 第 １ の 論 理 レ ベ ル の 信 号 が 供 給 さ れ た
と き 第 １ の 論 理 レ ベ ル の 信 号 を 出 力 し 、 前 記 比 較 回 路 か ら 前 記 第 ２ の 論 理 レ ベ ル の 信 号 が
供 給 さ れ た と き 第 ２ の 論 理 レ ベ ル の 信 号 を 出 力 す る フ リ ッ プ フ ロ ッ プ 回 路 と 、
　 前 記 第 ２ の 抵 抗 の 他 端 に 電 流 通 路 の 一 端 が 接 続 さ れ 、 前 記 フ リ ッ プ フ ロ ッ プ 回 路 の 出 力
信 号 が 第 １ の 論 理 レ ベ ル の と き 導 通 し 、 第 ２ の 論 理 レ ベ ル の と き 非 導 通 と さ れ る 第 ３ の Ｍ
Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ と 、
　 コ レ ク タ が 前 記 第 １ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の ゲ ー ト に 接 続 さ れ 、 ベ ー ス に 前 記 第 １ 、 第 ２ の 抵
抗 に 発 生 す る 電 圧 が 供 給 さ れ 、 前 記 第 １ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の ゲ ー ト 電 圧 を 制 御 す る ト ラ ン ジ
ス タ と
　 を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 保 護 回 路 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 ２ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ は 前 記 第 １ の Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の セ ル 数 よ り 少 な い セ ル 数 に よ り 構
成 さ れ た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 半 導 体 保 護 回 路 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
（ 初 期 点 灯 時 ）
　 図 示 せ ぬ 制 御 回 路 か ら ハ イ レ ベ ル の 入 力 信 号 Ｉ Ｎ が 供 給 さ れ る と 、 抵 抗 Ｒ １ 及 び Ｒ ２ を
介 し て Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ Ｍ １ ～ Ｍ ３ の ゲ ー ト に 供 給 さ れ 、 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ Ｍ １ ～ Ｍ ３ は オ ン さ れ
る 。 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ Ｍ １ ～ Ｍ ３ に は セ ル 数 に 応 じ た 電 流 が 流 れ 、 突 入 電 流 の 殆 ど は Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ
Ｅ Ｔ Ｍ １ に 流 れ る 。 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ Ｍ ２ を 介 し て 抵 抗 Ｒ ３ に 流 れ る 電 流 が 例 え ば １ ｍ Ａ に 達
す る と 、 ト ラ ン ジ ス タ Ｑ １ の ベ ー ス に ０ ． ７ Ｖ の 電 圧 が 供 給 さ れ る 。 こ の た め 、 ト ラ ン ジ
ス タ Ｑ １ が オ ン さ れ 、 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ Ｍ １ ～ Ｍ ３ の ゲ ー ト 電 圧 が 低 下 す る 。 し た が っ て 、 Ｍ
Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ Ｍ １ に 流 れ る 突 入 電 流 が 約 １ Ａ に 制 限 さ れ る 。 こ の よ う に 、 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ Ｍ ２
の セ ル 数 及 び 抵 抗 Ｒ ３ の 抵 抗 値 に よ り 、 に 示 す よ う に 、 突 入 電 流 に 対 す る 電 流 制 限 値
Ｉ Ｓ １ が 規 定 さ れ 、 こ の 電 流 制 限 値 Ｉ Ｓ １ に 応 じ て 突 入 電 流 が 制 限 さ れ る 。
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